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総 務 企 画 常 任 委 員 会  

 

１．日  時  平成 28年 12月 13日（火） 

         午前 10時 52分 開会   午前 12時 16分 休憩 

         午後 1時 20分 再開    午後 2時 20分 閉会 

 

２．場  所  第 2委員会室 

 

３．出席委員  井田秀喜委員長、二木攻副委員長、高野哲郎委員、片山瞬次郎委員、 

出戸清克委員、宮西健吉委員、宮川吉男委員、橋本米子委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．委員会の議題 

≪消防本部≫ 

＜総務課＞  【報告事項】 ・平成29年小松市消防出初式について 

≪総合政策部≫ 

＜経営政策課＞【報告事項】 ・株式会社北國銀行との包括連携協定について 

＜人事育成課＞ 議案第94号  小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す  

る条例について 

          議案第95号  小松市職員退職手当条例及び小松市企業職員の給与の種類及 

び基準を定める条例の一部を改正する条例について 

         【報告事項】 ・職員採用候補者試験について 

＜広報秘書課＞【報告事項】 ・広報こまつのアンケート結果について 

≪行政管理部≫ 

＜管財課＞   議案第96号  工事請負契約の一部変更について 

          議案第97号  財産の取得について 

＜飛行場課＞  議案第100号  指定管理者の指定について中関係部分 

 

6.委員長報告の要旨 

 これらの案件につきまして、活発な質疑応答を行い、終始慎重なる審査を行いました結果、賛

成多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 

 以下、審査の過程におきまして、さまざまな意見や要望が出されましたので、その一端について

御報告申し上げます。 
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■小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 平成 28年度人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与等の引き上げや扶養手当の見直し、また、

それに準じた議会の議員及び特別職の職員の期末手当の引き上げを行うため、関係条例を改正する

ものであります。 

 一部の委員から、人事院勧告に基づいた一般職の給与等の引き上げに準じて議会の議員と特別職

の職員の期末手当を引き上げることに反対するとともに、各条例を改正する条例を同一議案で上程

すべきではないとの意見が出されました。 

 

■株式会社北國銀行との包括連携協定について 

 今般、株式会社北國銀行と小松市相互の人的・物的資源を活かしながら、地域の成長や市民サー

ビスの更なる向上と地方創生の推進に資するため、包括連携協定を締結するとのことでありました。 

各委員からは、連携の内容や連携による具体的メリットがわかりにくい、特定の金融機関と協定

を締結する必要性はあるのかなど、多くの意見・質問が出されました。現在、キャッシュレスサー

ビスの普及など、さまざまな取り組みについて協議中であるとのことでありますが、今回の連携が

特定の金融機関への優遇につながらないよう配慮を求めるとともに、今後、具体的な連携内容につ

いて市民にわかりやすく明示しながら、市役所内へのＡＴＭ再設置等、市民サービスの向上につな

げていくよう求めました。 

 

■広報について 

 広報こまつをはじめとする各種市政情報をより多くの方にいち早く提供できるよう、スマートフ

ォン用アプリ「マチイロ」を導入したとのことであります。このアプリをダウンロードすることに

より、小松市ホームページのお知らせ欄に掲載された情報や最新の広報こまつがいち早くスマート

フォンやタブレットに届き、いつでもどこでも読むことができるようになるとのことでありました。 

より多くの人々が小松市の市政情報に触れられるよう、情報の配信媒体を積極的に拡大している

ことを評価する一方、このような取り組みについては、大々的にＰＲするよう求めました。 

 


